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質問事項 

１ 遊休農地(耕作放棄地)対策は 

２ 特定空家等に対する取り組みは 

３ ホ－ムぺ－ジの活用と拡充は 

要 旨 

 

１ 「大井町第５次総合計画、第４次実施計画」において、農業基

盤の整備、農業の多様な担い手の育成・確保及び農地利用の活性

化は、重要な施策と位置付けられている。また、「おおい都市マ

スタ－プラン」においても農地は町の骨格を形成する自然環境と

位置付けられている。そこで、遊休農地(耕作放棄地)対策は、重

要課題と考えるので、次について伺う。 

(1) 遊休農地(耕作放棄地)面積、農業従事者の推移は。 

(2) 対策として行った事業と今後の方向(制度を含む)は。 

(3) 田園環境を形成する農地保全の課題は。 

(4) 農道改修要望の進め方は。 

 

２ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号）は、平成２７年２月２６日施行された。そこで、本町での

特定空家等に対する取組みについて伺う。 

(1) 取組み状況は。 

(2) 現に倒壊等著しく危険と思われるものの対策は。 

 

３ 現在のホ－ムぺ－ジとなって２年、ホ－ムぺ－ジの活用と拡充

について伺う。 

(1) 付随する機能が十分活かされているのか。 

(2) 項目(キッズぺ－ジ)や内容を拡充する考えは。 

 


